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審  議  事  項  等 審  議  等  の  結  果 

（１） 東京都プリプレス・トッパン株式会社

について 

（平成２８年財政援助団体等監査） 

 

（２） 東京都ビジネスサービス株式会社につ

いて 

（平成２８年財政援助団体等監査） 

 

（３） 株式会社多摩ニュータウン開発セン 

ターについて 

（平成２８年財政援助団体等監査） 

 

 

（４） 業者が建設業退職金共済掛金を着服し 

ていることは違法・不当な契約の履行で 

あるとして業者に着服した金額の返還を 

請求すること等を求める住民監査請求の 

陳述について（事前説明） 

 

（５） 業者が建設業退職金共済掛金を着服し 

ていることは違法・不当な契約の履行で 

あるとして業者に着服した金額の返還を 

請求すること等を求める住民監査請求の 

陳述 

 

（６） バルブ等を原因として発生した漏水の 

ために違法な水道料金を徴することは許 

されないとして調査を求める住民監査請 

求の処理方針について 

 

（７） 平成２９年監査基本計画・監査基準に 

ついて 

 

 

（８） 「監査基準の考え方」に対する全都道 

府県監査委員協議会連合会の意見につい

て 

（１） 審議の結果、案のとおり決定した。 

 

 

 

（２） 審議の結果、案のとおり決定した。 

 

 

 

（３） 審議の結果、一部修正の意見が付され、

次回以降に修正案を付することとし、そ

の他の部分については、案のとおり決定

した。 

 

（４） 本日の陳述について説明した。 

 

 

 

 

 

（５） 監査対象局が陳述を行った。 

 

 

 

 

 

（６） 審議の結果、処理方針案のとおり決定し

た。 

 

 

 

（７） 審議の結果、監査基準については、案 

のとおり決定し、監査基本計画について 

は継続審議とすることとした。 

 

（８） 事務局より報告した。 

 

 

備 考  

 


